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第1章  第 1 回効果検証分科会の振り返り  

 

 第１回効果検証分科会(平成 24年 7 月 22日)において示した「効果検証の進め方」、

「効果検証の手順」及び「効果検証分科会への付託事項」を以下に示す。  

 

(1)  効果検証の進め方 

 

 

(2)  効果検証の手順 
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(3)  効果検証分科会への付託事項 

 

 

 

  



 3

第2章  第２回効果検証分科会の振り返り  

(1)  効果検証の進め方 

 

1)  効果検証の進め方 

 

 効果検証は下記の手順により年度毎に行うこととした。  

 

①市民談義所は、調査及び工事に関する談義を行い、事業主体に意見・要望を伝

える。 

②事業主体は、調査結果及び談義を踏まえ、年次評価（素案）を作成する。  

③効果検証分科会は、事業主体が作成した年次評価（素案）を検討し、年次評価

（案）を作成し、委員会に報告する。  

④委員会は、効果検証分科会が作成した年次評価（案）を検討し、最終的な年次

評価を行う。  

⑤技術分科会は、必要に応じて、対策の修正、見直しを検討する。  

 

 

 

図－ 1 効果検証の全体フロー 

 

  

効果検証分科会

侵食対策検討委員会

事業主体

技術分科会

※必要に応じて、
対策の修正、
見直しを検討

年次評価票（素
案）

市民談義所

年次評価票（案）

※意見・要望

年次評価票

年次評価票（案）

年次評価票

年次評価票（素案）

年次評価票（案）

年次評価票
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2)  関係者の役割とスケジュール 

 

 Ｘ－１年度の対策工事は、Ｘ＋１年度に評価すること（表－ 1 中ａ）としている

が、Ｘ年度調査等で効果・影響が明らかに認められる事項については、Ｘ年度の

効果検証分科会に報告する（表－  1 中ｂ）。  

 

 関係者の役割は下記のとおりである。  

 

①事業主体は、対策工事の効果・影響を把握する目的で、次年度に調査を実施す

る。 

②事業主体は、調査結果を整理・分析し、年次評価(素案)を作成する。 

③市民談義所は、調査及び工事に関する談義を行い、事業主体に意見・要望を伝

える。事業主体は伝えられた意見・要望を整理・分析に反映する。  

④効果検証分科会は、前年度（Ｘ－１年度）調査の整理・分析結果をもとに、前々

年度（Ｘ－２年度）に実施された対策工事に対する年次評価(案)を作成する。 

⑤ 効果検証分科会は、年次評価(案)を委員会に報告する。委員会は、効果検証分

科会の報告を確認して、最終的な年次評価を行う。  

⑥ 事業主体は、委員会の年次評価を今後の対策工事、調査、整理・分析に反映

する。 

 

 

表－ 1 効果検証のスケジュールイメージ 

 

  

 

対策工事

調査

整理・分析

市民談義所

効果検証分科会

委員会

Ｘ-２年度 Ｘ－１年度 Ｘ年度 Ｘ＋１年度

①

②

③

④

⑤

ｂ

ａ 

⑥
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3)  効果検証の評価単位 

 

 「宮崎海岸の侵食対策」を具現化する 3 つの対策(養浜、突堤、埋設護岸)の実施

にあたり、計画当初に期待した漂砂制御効果や土砂回復効果等が発揮されている

か、周辺海岸や生態系・海岸利用に悪影響を与えていないかを把握することが必

要である。このことから、この 3 つの対策(養浜，突堤，埋設護岸)を効果検証の

対象とする。  

 

 また、これらの 3 つ対策の諸元(規模，配置等)の検討に用いている波浪・潮位等

の外力や漂砂量が適切でない場合には、各対策がそれぞれ期待する効果を発揮で

きないことが懸念される。このことから、対策を検討した際の外力等の条件につ

いても効果検証の対象とする。以降、これを「対策検討の前提条件」とする。  

 

 上記の「対策検討の前提条件」と 3 つの対策(「養浜」、「突堤」、「埋設護岸」)

を効果検証の検討対象とし、この区分(1 つの前提条件と 3 つの対策)を「評価単

位」とする。  

 

 

図－ 2 宮崎海岸の侵食対策注） 

注）第 12 回委員会において、機能③に関する記述等を修正  
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4)  効果検証の体系 

 

 まず、計画変更につながる現象が生じていないかを確認するための指標を調査項

目毎に設定する。 

 

 次に、調査結果が通常の変動の範囲内であるかを判断するための基準として用い

るため、指標に設定する変動範囲を検討する。さらに、指標に設定した範囲と評

価対象年度の調査結果を比較し、分析すべき指標を機械的に洗い出す。  

 

 洗い出された指標について、何らかの処置が必要かどうかを判断するために、多

角的に分析を実施する。 

 

 ｢対策検討の前提条件｣の妥当性及び｢養浜｣、｢突堤｣、｢埋設護岸｣の効果・影響を

評価するため、チェックシートを用いて分析結果を 4 つの評価単位に振り分ける。 

 

 最後に、4 つの評価単位毎に継続の可否を判断する。  

 

 

図－ 3 効果検証の体系 

  

計画変更現象
チェックシート

調査項目毎の指標の設定

分析すべき指標の洗い出し

分 析

評 価

計画検討の
前提条件

養 浜 突 堤 埋設護岸

指標に設定する変動範囲の検討

効果検証において
毎年度検討する範囲
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(2)  効果・影響を評価する手法 

1)  指標に設定する変動範囲の検討 

 

 計画変更につながる現象（通常変動範囲外の現象）が

生じていないか確認するため、指標に設定する変動範

囲を検討する。  

 

 客観的評価を行うために、指標の範囲は数値で設定することを基本とし、下表の

①②③のタイプに分類した。数値で設定することが困難又は不適切な指標につい

ては、定性的な範囲を設定し、④のタイプに分類する。  

 

表－ 2 指標タイプとその内容 

指標タイプ  内容  調査項目の例  

①予測値±標準偏差 

（振れ幅あり）  

・数値シミュレーションによる予測が可能であり、かつ、

蓄積データにより標準偏差が算定できる調査項目  

目標浜幅  

土砂変化量 等  

②最大・最小  

（振れ幅あり）  

・蓄積データにより、これまで観測・計測されたデータ

の最大値、最小値が算定できる調査項目  

底生生物調査等の生物調査  

底質調査(粒度試験) 等  

③基準値  

(振れ幅があるもの、  

ないものがある) 

・計画として定めている調査項目及び法定基準等が定め

られておりその範囲内であることが必要とされる調

査項目  

底質調査(有機物調査) 

朔望平均満潮位(振れ幅あり) 

計画高潮位(振れ幅なし) 等  

④定性評価  

 

・数値化が困難、又は不適切な調査項目  利用調査  

景観 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①予 測 値 ±標 準 偏 差 タイ ②最大・最小タイプ ③基準値タイプ ④定性評価タイプ

・数値は設定しない  

・前年度までの変化傾

向と比較する等  

 
振れ幅(標準偏差)

設定範囲

○　○　調　査

H24

設定範囲

H25 H26H23H○H○

予測値

範囲内 範囲外 範囲内

設定範囲

□　□　調　査

H24 H25 H26H23H○H○

○○基準値 設定範囲

範囲内 範囲外 範囲内

△　△　調　査

H24 H25 H26H23H○H○

最小

最大

設定範囲

範囲内 範囲内 範囲外
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2)  分析すべき指標の洗い出し 

 

 指標に設定した変動範囲を外れる、分析すべき指標

を洗い出す。この洗い出し作業は、設定した変動範

囲と調査結果を単純に比較することにより分類す

るものであり、機械的に行う。  

 

 洗い出し結果は、下表の５つに区分される。  

 

 なお、対策による効果(浜幅，土砂変化量等)に関する指標については、対策による

ポジティブな現象を把握するために、“④範囲内”に分類された場合であっても

常に要分析とする。  

 

 

表－ 3 洗い出しにおいて実施する機械的な分類の内容 

分類項目  内 容  備 考  

①範囲外↑  ・指標に設定した範囲の上限を上回る場合  

分析すべき指標とする。  

②範囲外↓  ・指標に設定した範囲の下限を下回る場合  

③範囲外↑↓  

・指標に設定した範囲の上限を上回り、かつ下限を

下回る場合  
・定性評価タイプにおいて、指標に設定した範囲に

合致しない場合  

④範囲内  ・指標に設定した範囲内の場合  

通常の変動の範囲内である

ため、分析すべき指標とし

ない。ただし、効果に関す

る指標は、常に分析すべき

指標とする。  

⑤ －  ・調査非実施  調査を実施していない。  

 

 

 

  

計画変更現象
チェックシート

調査項目毎の指標の設定

分析すべき指標の洗い出し

分 析

評 価
計画検討の
前提条件

養 浜 突 堤 埋設護岸

指標に設定する変動範囲の検討
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3)  分析 

 

 要分析とされた指標について、何らかの処置が必

要かを判断するために、多角的に分析し、①要観

察，②要注視，③要処置のいずれかに分類する。  

 

 

 

表－ 4 分析結果とその内容 

分析結果の分類  分析結果の内容  

①要観察  
対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、

経過を観察する。  

②要注視  
対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、

動向を注視する。  

③要処置  
対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、

何らかの処置を行う。  

※分析結果の分類について 
・分析結果の分類は、血液検査等の検査結果の分類をイメージして設定した。  

①要観察（引き続き、経過を観察する）：要経過観察，略正常，要注意観察等 
②要注視（今後、動向を注視する）  ：要精密検査，要専門医受診等  
③要処置（必要に応じて、何らかの処置を行う）：要治療，要医療，  

治療終了，ギブス除去，抜糸等  

 

 

 分析の例を下表に示す。ただし、分析は多角的・総合的観点から検討することが

必要であり、機械的に実施することは適切ではないため、下表にとらわれず、適

切な分析を実施する。  

 

表－ 5 分析の例及び内容 

分析の例  内 容  

指標の空間的・時間的な分析  

要分析となった指標の当該年度の他地点の分析結果（空間的な変

動）及び過去の分析結果（時間的な変動）について、対策の実施状

況を踏まえて、対策の効果・影響を分析する。  

指標間の関連性の分析  

要分析となった指標の変動と関連性が高いと考えられる他の指標

の当該年度及び過年度の分析結果を踏まえて、指標間の関連性を推

定し、対策の効果・影響を分析する。  

既往知見、最新の知見を活用し

た分析  

宮崎海岸の調査結果以外に、全国的な調査事例等の既往知見や研究

成果等についても、必要に応じて情報を収集・整理し、分析の参考

とする。  

  

計画変更現象
チェックシート

調査項目毎の指標の設定

分析すべき指標の洗い出し

分 析

評 価
計画検討の

前提条件
養 浜 突 堤 埋設護岸

指標に設定する変動範囲の検討
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4)  分析結果の評価単位への振り分け 

 

 評価に供するため、4 つの評価単位（対策検討の前

提条件、養浜、突堤、埋設護岸）毎に作成された“計

画変更につながる可能性がある現象のチェック

シート(以降、計画変更現象チェックシートと記載

する)”を用い、各指標の分析結果を該当するすべて

の評価単位に振り分ける。  

 

 なお、各指標の特性に応じて評価単位に振り分けることから、複数の評価単位に

振り分けられる指標も生じる。  

 

 

表－ 6 各指標の分析結果を 4 つの評価単位に振り分けるイメージ 

 

 

  

① ② ③ ④ ○ ○ ○

養　浜 ○○ ○○ ○○

突　堤

埋設護岸

□○観測 要分析 → 分析 要観察 ●

○△調査 範囲内 範囲内 範囲内 ●

□□ 範囲内 範囲外 範囲外 範囲内 範囲外 範囲内 範囲内 要分析 → 分析 要注視 ● ●

○○ 範囲内 範囲内 範囲内 範囲内 範囲内 ● ●

△× 範囲外 範囲外 要分析 → 分析 要処置 → ● ●

□×調査 範囲外 範囲内 要分析 → 分析 要注視 ●

△△調査 範囲内 範囲外 範囲内 範囲内 範囲内 要分析 → 分析 要観察 ●

■×調査 ● ●

◆◆調査 範囲内 範囲内 範囲内 範囲内 ●

◆○調査 範囲外 範囲内 範囲内 要分析 → 分析 要処置 → ● ●

◆◇調査 範囲内 範囲内 範囲内 ●

範囲外 範囲内 対象外 非実施 要観察 要注視 要処置

対策検討の
前提条件

養浜 突堤 埋設護岸

凡例

分析すべき指標の洗い出し結果の整理

分析の
分類

範囲外

検証ブロック区分

洗い出しで要分析があっ
た指標について分析を行
う。

凡例

４つの評価単位

●：計画変更の可能性がある現象

凡例

分　析 計画変更現象チェックシート

環境

利用

H○
侵食対策

海象・漂砂

測量

計画変更現象
チェックシート

調査項目毎の指標の設定

分析すべき指標の洗い出し

分 析

評 価

計画検討の
前提条件

養 浜 突 堤 埋設護岸

指標に設定する変動範囲の検討
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5)  評価(案)の検討 

 

 振り分けた分析結果を用いて、4 つの評価単位毎に

カルテ(票）形式で評価を行い、「計画検討の前提条

件」、「対策工法（養浜、突堤、埋設護岸）」の継

続の可否を判断する。  

 

 評価の実施にあたっては、継続的に、同一の視点で

評価できるように（担当者が変わっても同じレベルの評価が継続的に行えるよう

に）、カルテ形式の評価票をあらかじめ定める。  

 

 評価票には、評価対象（評価単位及び年度）毎に、事業概要、事業による効果・

影響、今後の事業の方向性及び評価を簡潔に記載する。  

 

表－ 7 各評価段階の提言者及び作成の流れ 

評価の段階  提言者  作成の流れ  

評価  宮崎海岸侵食対策検討委員会  評価(案)をもとに委員会で議論して作成  

評価(案) 
宮崎海岸侵食対策検討委員会  
 効果検証分科会  

評価(素案)をもとに分科会で議論して作成  

評価(素案) 
宮崎海岸侵食対策検討委員会  
 事務局  

 

 

 

表－ 8 評価とその内容 

①対策検討の前提条件の評価 

評 価  評価の内容  

調査結果を注視し、前提条

件の使用を継続  
調査結果を継続して注視し、前提条件として継続して使用する。  
予定どおり、前提条件の使用を継続していく。  

調査結果を特に注視し、前

提条件の使用を継続 
前提条件を変更した場合の対策工法への影響を評価し、対策工法そのも

のに影響がない場合(対策の規模・配置等の変更の必要がない場合)や計

画値を超える外力が観測されたが、その傾向が継続するかが判断できな

い場合、調査を継続した上で、前提条件の使用を継続していく。  

前提条件の継続使用を保留  前提条件を変更した場合の対策工法への影響を評価し、対策工法そのも

のに影響が生じる場合(対策の規模・配置等の変更する必要がある場合)、
技術的な詳細検討が必要であり前提条件の使用を保留する。  

②対策(養浜，突堤，埋設護岸)の評価 

評 価  評価の内容  

対策は順調に進んでおり工法を継続  予定どおり、対策工法を継続していく。  

対策は概ね順調に進んでおり工法を継続  対策の効果・影響をより一層注視しつつ、対策工法を

継続していく。  

対策に解決すべき問題があり工法の継続を保留 技術的な詳細検討が必要であるため、対策工法の継

続を保留する。  

  

計画変更現象
チェックシート

調査項目毎の指標の設定

分析すべき指標の洗い出し

分 析

評 価
計画検討の

前提条件
養 浜 突 堤 埋設護岸

指標に設定する変動範囲の検討
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(3)  平成 23 年度に実施した対策の年次評価 

 

 分析結果をもとに、計画検討の前提条件及び養浜の評価(素案)を作成した（突堤、

埋設護岸については平成 23 年度に事業を実施していないため、評価が行えてい

ない）。  

 

 

1)  計画検討の前提条件の評価 

 

 海岸保全施設の設計諸元となる波浪、潮位、将来予測計算の境界条件としている

河川流出土砂量、沖合への土砂流出、飛砂については、計画変更が必要となるよ

うな兆候が見られなかったが、データの蓄積が不十分であることや土砂動態は解

明されていないことなどを踏まえ、引き続き注視していく必要がある。  

 

 エネルギー平均波がやや計画値と異なる傾向が確認されたが、計画変更の必要性

は判断できない。また、それ以外の計画値は既往の変動の範囲内であり、計画検

討の前提条件の変更が必要となる現象は認められない。  

 

 以上のことから「計画検討の前提条件」は継続して使用することができるとした。  
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表－ 9(1) 評価（計画検討の前提条件）その１ 

検討対象 計画検討の前提条件（平成 23 年度） 

事業 

概要 

目的 ・計画外力等の妥当性を確認する。 

背景・

経緯 

・宮崎海岸周辺の定点波浪流況連続観測データとしては、青島沖
※

(観測
期間：1990 年 4 月～2003 年 6 月)、宮崎港防波堤沖(観測期間：2004
年 12 月～2011 年 10 月)、ネダノ瀬沖(2010 年 2 月～現在継続中)があ
る。  

・現在観測を継続しているネダノ瀬沖は、宮崎港防波堤沖観測地点との
同時観測により、波浪観測の一定の精度は確認されているが、観測開
始からの日が浅いため、3 年分しかデータが蓄積されていない。  

・潮位観測は、宮崎港における観測、データの蓄積が 1980 年代より継続
されている。  

   ※NOWPHAS 宮崎

実施 

内容 

・定点波浪流況連続観測  
○ネダノ瀬沖観測地点：宮崎海岸一ツ葉有料道路パーキングエリア沖
合，水深 21m （国土交通省宮崎河川国道事務所） 
○宮崎港沖観測地点：宮崎港防波堤沖，水深 15ｍ（宮崎県(観測終
了)）  
○青島沖観測地点：青島沖，水深 29ｍ（港湾局(観測終了)） 

・潮位観測  
○宮崎港（国土交通省宮崎港湾・空港整備事務所）  

・測量：年 4 回  

計画検

討の前

提条件

の評価 

海象・

漂砂 

・漂砂移動の将来予測に用いる指標であり、対策を進める上でもっとも
重要な計画値の一つであるエネルギー平均波の波向が計画値よりやや
南寄りに卓越していた。今後、計画値と乖離する現象が継続すると、
対策に期待している効果が想定通りに発揮されず、対策の変更につな
がる可能性がある。  

・一方、越波防護の前提条件としている計画高潮位(T.P.+2.42ｍ)、計画
波高(30 年確率波 11.62ｍ)を越える値は観測されなかった。また、年
数回波(5.04ｍ：年上位 5 波平均)は既往の変動の範囲内であり、計画
検討の前提条件の変更が必要となるような現象は認められなかった。

地形 

・石崎浜、動物園東、住吉海岸において予測値より大きい侵食が見られ
た。一方、二ツ立海岸では予測値より大きい堆積が見られた。このこ
とから、長期的な沿岸漂砂の卓越方向と異なる北向きの漂砂が生じた
ことが示唆された。  

・一方、変動幅は大きいが、宮崎海岸全体の土砂収支は土砂変化量予測
値の変動の範囲内であった。 

・また、小丸川、一ツ瀬川の河口部の土砂変化量もこれまでの変動の範
囲内であった。さらには、深浅測量データから求めた波による地形変
化の限界水深も既往の値以下であり、土砂収支の見直しが必要となる
ような地形変化及び土砂変化は認められなかった。 
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表－ 9(2) 評価（計画検討の前提条件）その２ 

検討対象 計画検討の前提条件（平成 23 年度） 

効 率 性 
・潮位観測は、宮崎港湾・空港湾整備事務所のデータを活用することによ

り、効率化を図っている。 

課 題 

・ネダノ瀬沖の定点波浪流況連続観測は、観測開始からの時間経過は 3 年

間程度と短く、統計的な信頼度は高くない。このことから、宮崎海岸の

計画検討の前提条件の妥当性を検証していくためには、他の観測地点

(青島沖、宮崎港防波堤沖)の過去の観測データを活用しつつ、ネダノ瀬

沖において引き続き観測を行い、データの蓄積を図る必要がある。 

今後の検討の 

方向性 

・海岸保全施設の設計諸元となる波浪、潮位、将来予測計算の境界条件と

している河川流出土砂量、沖合への土砂流出、飛砂については、計画変

更が必要となるような兆候が見られなかったが、データの蓄積が不十分

であることや土砂動態は解明されていないことなどを踏まえ、引き続き

注視していく必要がある。 

・エネルギー平均波がやや計画値と異なる傾向が確認されたが、計画変更

の必要性は判断できない。また、それ以外の計画値は既往の変動の範囲

内であり、計画検討の前提条件の変更が必要となる現象は認められな

い。  

・以上のことから「計画検討の前提条件」は継続して使用することができ

る。  

評価 調査結果を注視し、前提条件の使用を継続 
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2)  養浜の評価 

 

 養浜の投入土砂量が全体養浜事業量 280 万ｍ3 に対して絶対的に不足しているた

め、今後も養浜を継続していくとともに、南への流出土砂を減らす突堤を整備す

ることにより、大炊田海岸から動物園東における侵食の進行を抑制し、砂丘の後

退を防止することが必要である。  

 

 養浜材の確保については様々な機関との連携が図れているが、養浜量が多いこと

からさらなる連携により効率的に事業を進めていくことが必要である。今後は、

中長期的な課題となっている宮崎海岸への北からの土砂の供給を増やすために、

流砂系における総合土砂管理の取り組みを関係機関と連携して推進することが求

められる。  

 

 養浜の実施においては、沿岸漂砂の上手となる北側からの効率的な投入、侵食が

進む脆弱箇所を見据えた効果的な投入が必要と考えられる。  

 

 以上のことから、対策の内容（投入場所、投入量）の修正・工夫を行い、事業を

継続していくことが考えられる。  
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表－ 10(1) 評価（養浜）その１ 

評価対象 養浜（平成 23 年度） 

対策の 

概要 

目的 

・北からの流入土砂を増やす当面の土砂供給として養浜を行い、近

年、侵食が著しい大炊田海岸、動物園東の応急対策を行うとと

もに砂浜を維持、回復させる。 

背景・

経緯 

・長期的に侵食が進行している中で、石崎浜、動物園東につづい

て、近年(平成 19 年頃以降)特に大炊田海岸での侵食が目立って

きている。  

・平成 23 年 7 月の台風 6 号、9 月の台風 12 号等により、大炊田海

岸、動物園東で浜崖が後退した。 

実施 

内容 

・養浜量は 7.8 万 m
3

である。投入箇所及び最終箇所等の内訳は下

記のとおり。  

○一ツ瀬川河口右岸（富田漁港浚渫土砂） 

○大炊田海岸（道路工事発生土砂、一ツ瀬川掘削土砂、三財川掘

削土砂）  

○動物園東（宮崎港仮置土砂） 

○住吉海岸沖（宮崎港 航路浚渫土砂、マリーナ浚渫土砂、大淀

川航路）  

○住吉海岸離岸堤裏（サンビーチ一ッ葉浚渫土砂） 

地元 

要望 

・下記の地元要望が挙げられている。 

○宮崎海岸侵食対策事業促進期成同盟会 

要望内容：宮崎海岸直轄海岸保全施設整備事業の促進を図るこ

と 

保全施設整備事業に着手するまでの間、緊急保全対策を実施す

ること  

○住吉・大宮・檍振興会連絡協議会 

要望内容：一ツ葉・住吉海岸の保全保護に努めること 

○住吉地区振興会  

要望内容：住吉海岸の侵食対策について 
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表－ 10(2) 評価（養浜）その２ 

評価対象 養浜（平成 23 年度） 

対策実施

による 

効果・影

響  

定

量

評

価

効

果

地

形

・石崎浜、動物園東では浜幅が予測よりも狭く、突堤北で

は浜幅は予測より広かったが、養浜の効果を明確に判断

できない。  

・長期的な沿岸漂砂の移動方向と逆転する漂砂の動きが生

じていたことが示唆され、土量変化傾向の逆転はこれに

起因するものと推察されたが、今後も土砂変化傾向の逆

転が続くかは判断できない。 

環

境

・養浜を実施した動物園東、大炊田海岸では、アカウミガ

メの産卵に適した軟度を維持している。 

利

用
・定量的な調査は実施しなかった。 

影

響

地

形

・地形変化の傾向が予測と逆転する箇所がみられた。この

原因としては、波浪来襲特性が通年と異なっていた可能

性があり、養浜の影響よりも波浪外力の影響が表れたと

推察され る。  

環

境

・満潮時に養浜土砂に波が当たることにより濁りが発生し

たが一時期的なものであった。 

・動物園東、大炊田海岸で、砂丘の侵食による松林（保安

林）の後退がみられた。ただし、実施した養浜の影響で

なく、侵食の進行に起因するものである。 

利

用
・定量的な調査は実施しなかった。 

定

性

評

価

効 果
・動物園東、石崎浜、大炊田海岸では、養浜材の流出（海

浜への供給）により砂丘の侵食を抑制できた。 

影 響

・動物園東、石崎浜、大炊田海岸で養浜材の流出、砂丘の

侵食が確認された。また、大炊田海岸で砂丘基部を保護

する袋詰め玉石工(応急対策)の露出が確認され、玉石が

散乱する状況がみられた。 
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表－ 10(3) 評価（養浜）その３ 

評価対象 養浜（平成 23 年度） 

効 率 性 
・養浜土砂の調達は、漁港・道路・河川・港湾事業と連携して実施し

た。  

計画全体に 

対する進捗 
・7.8 万ｍ

3

（海中養浜含む）／280 万ｍ
3

 

課 題 

・平成 23 年度に実施した対策は、宮崎海岸の侵食対策に求められる機

能①の養浜投入のみであり、年間侵食量 20 万 m
3

に対する対応とし

ては十分ではない。宮崎海岸の侵食対策では、養浜のみの実施では

現状維持も困難となっている。 

・宮崎海岸への北からの土砂の供給を増やす流砂系における総合土砂

管理の取り組みについては、具体的な成果を出せる段階に到達して

いない。  

・近年、侵食傾向が目立ち、砂丘が削れている動物園東、大炊田海岸

への緊急的な対応が必要となっている。 

今後の対策の 

方向性 

・投入土砂量が全体養浜事業量 280 万ｍ
3

に対して絶対的に不足してい

るため、今後も養浜を継続していくとともに、南への流出土砂を減

らす突堤を整備することにより、大炊田海岸から動物園東における

侵食の進行を抑制し、砂丘の後退を防止することが必要である。 

・養浜材の確保については様々な機関との連携が図れているが、養浜

量が多いことからさらなる連携により効率的に事業を進めていくこ

とが必要である。今後は、中長期的な課題となっている宮崎海岸へ

の北からの土砂の供給を増やすために、流砂系における総合土砂管

理の取り組みを関係機関と連携して推進することが求められる。 

・養浜の実施においては、沿岸漂砂の上手となる北側からの効率的な

投入、侵食が進む脆弱箇所を見据えた効果的な投入が必要と考えら

れる。  

・以上のことから、対策の内容（投入場所、投入量）の修正・工夫を

行い、事業を継続していくことが考えられる。 

評 価 対策は概ね順調に進んでおり工法を継続 
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(4)  平成 25 年度後期以降の調査実施計画 

 

 宮崎海岸では、侵食対策工事を本格的に進めていく段階に入ってきており、侵食

対策の効果・影響を把握するための調査についても、一般的な環境調査項目を広

域で実施するよりも、侵食対策の実施箇所周辺に重点を置くなど焦点を絞った「宮

崎海岸のオーダーメイド調査」を実施していくことが必要になっている。  

 

 このことを踏まえ、事業の効果・影響を把握するための調査の効率化の観点から

検討し、一部調査の効率化(調査項目の削減及び測点等の減少)を行い、調査計画

を立案した。  

 

 

表－ 11 効率化を図った調査項目 

 

 

調査項目 当 初 効率化 備 考

流向・流速調査 通年・4地点 通年・1地点＋台風期・2地点

測 量
年3回・住吉海岸～一ツ瀬川河口

年1回・宮崎港～小丸川河口(広域)

年1回・住吉海岸～一ツ瀬川河口

年1回・宮崎港～小丸川河口(広域)

台風期前の6月、台風期
後の11月（11月は広域
測量）

環

境

調

査

水質 年1～2回・養浜箇所 当面実施しない

底質（粒径調査） 2年に1回・25測線 当面実施しない

浮遊生物 年2回・1地点 当面実施しない

幼稚仔 年2回・6測線 年2回・3測線

底質・底生生物

（広域）
年2回・6測線 年2回・3測線

底質・底生生物

（対策実施箇所）
年4回・6測線 年3回・3測線

魚介類
年2回・6測線 年2回・3測線

年4回・1エリア 年2回・1エリア 突堤・離岸堤周辺を対象

植生断面 年1回・保安林～海浜 年1回・海浜のみ

アカウミガメ

上陸実態

年1回・

宮崎港～一ツ瀬川河口 当面実施しない
宮崎野生動物研究会に

委託
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表－ 12 調査実施計画案（平成 25 年度後期及び平成 26 年度前期） 

 


